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23 練企財第 185 号 

平成 23 年 8 月 24 日 

 

各事業本部（部・室・局）長 様 

 

副 区 長  琴 尾 隆 明    

 

平成 24 年度予算編成に関する基本方針（依命通達） 

 

 区は現在、基本構想に掲げた「練馬区のめざす10年後の姿」の実現に向けて、長期計

画に定めた施策・事業を精力的に推進しているところである。平成24年度は、現在策定

を進めている後期実施計画の初年度にあたり、区民福祉のさらなる向上への取り組みを

強化することが必要である。 

 一方、我が国の現下の情勢は、東日本大震災および原子力発電所事故の影響により、

電力供給の制約や放射線対策など新たな課題への対応が急務となっており、国民生活や

経済活動の停滞、後退が強く懸念されている。 

区においても、雇用情勢の悪化に伴い扶助費などが増加する一方で、基幹的な歳入で

ある特別区税や財政調整交付金は平成19年度を境に減収となっており、21年度以降は90

億円以上の基金を取り崩し、その不足分を補っている状況にある。また区の22年度普通

会計決算における経常収支比率は前年度比2.5ポイント増の87.1％で、11年度に次ぐ高

い数値を示しており、財政の硬直化が進行している。 

 このような厳しい状況が続く中にあって、持続可能な財政運営を堅持し多様な行政課

題に的確に対応していくためには、すべての職員が無駄を徹底的に排除する意識を持ち、

区民にとって真に必要なものが何かを見極めたうえで、「選択と集中」の視点から区政

運営にあたることが不可欠である。 

 そこで平成24年度予算編成にあたっては、 

（１）長期計画の実現に向けて、事業を着実に推進する予算となるよう、必要経費、ス

ケジュールおよび実施体制等を精査し工夫すること。 

（２）事業の実施にあたっては、既存の特定財源にのみとらわれることなくきめ細かく

財源確保を行うこと。また、歳入の減少がある場合には、それに応じた事業の縮小・

廃止を原則とすること。 

（３）職員一人ひとりが限りある貴重な財源を細大もらさず無駄なく活用するという意

識を持ち、事業の必要性、有効性をつぶさに検証し、ゼロベースで事業の見直しを

行うこと。 

とする。  

（案） 
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ついては、以上の方針を踏まえ、下記事項に留意し、平成24年度予算の編成に取り組

まれたい。この旨、命により通達する。 

 

記 

 

１ 策定中の長期計画の後期実施計画（平成 24～26 年度）に掲げる事業の確実な実施

に向け、所要経費を見積るとともに、最大限、特定財源を確保すること。 

 

２ 現在検討を進めている次期行政改革計画（平成 23～26 年度）や、行政評価（施策

および事務事業評価）を踏まえ、事業の廃止・休止を含めた改革・改善を徹底して行

うこと。特に新規事業については、既存事業のスクラップ・アンド・ビルドを前提に

検討すること。 

 

３ 予算編成の根幹をなす歳入については、的確に把握し、厳正かつ積極的に確保する

こと。特に区税等の自主財源については、引き続き収納対策を強化し、収納率の向上

と滞納額の縮減に徹底して努めること。また、国庫・都支出金については、遺漏なく

その確保に努めるとともに、削減・廃止等が行われた際には、原則として事業の縮小・

廃止を前提に検討すること。 

 

４ 平成 24 年度は、長期計画の体系に基づくこどもや文化・スポーツにかかる施策を

中心とする大規模な組織改正を予定しており、この組織改正を契機に事業本部内およ

び事業本部間の連携をさらに強化することが重要である。そのため事業予算の見積り

にあたっては、関係部課が連携して行い、対象経費の積算漏れや重複がないように情

報交換を徹底し、適切に見積ること。 

 

５ 補助金については、現在行っている「補助金の見直し」において、目的、必要性、

支給対象、補助率、実績、効果、代替機能などを検証し、縮小・廃止・統合も含めて

徹底した検討を行い見積ること。 

 

６ 施設の管理運営費や業務委託料等については、前例にとらわれることなく事業の執

行方法、管理運営方法および委託内容の規模・積算単価などの抜本的な見直しを図り、

経費の削減に努めること。 

 

 以上  
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23 練 企 財 第 186 号 

平成 23 年 8 月 24 日 

 

各事業本部（部・室・局）長 様 

企画部長  中 村 啓 一 

 

平成 24 年度予算編成事務処理方針について 

 

 平成 24 年度予算編成にあたっては、平成 23 年 8 月 24 日付け「平成 24 年度予算編成に関する基

本方針（依命通達）」を踏まえ、下記の事項に留意して編成願います。 

 

記 

 

［１］枠配分予算について 

 １ 各事業本部等の自主性を高めた予算の編成・執行を進めるため、引き続き枠配分方式による

予算編成を行う。具体的には、5 月に実施したＡ、Ｂ、Ｃ経費の基礎数値の算出調査により決

定したＡ経費に係る一般財源を各事業本部等に配分する。 

 

２ 枠配分額は、平成 24 年度財政フレームで見込まれる一般財源から、ＢＣ経費の財源を留保し

た残りの額を原資とする。なお、平成 24 年度の枠配分額については、現段階で見込まれる

来年度の財政フレームを考慮し、基礎数値に対し３％のマイナスシーリングを行う。 

  

 ３ 各事業本部等の配分額は別紙２のとおりである。各事業本部等では、事業部制および枠配分

方式の趣旨を踏まえ、配分額の範囲内において適切に予算を編成し、査定書を提出すること。 

 

［２］歳出について 

１ 限られた財源を重点的・効果的に配分する観点から、全ての事業について、施策・事務事業

評価の結果を踏まえ、その意義、実績、費用対効果、実施体制等を精査点検し、事業の存廃を

含めた根本的な見直しを行うこと。特に、「平成 23 年度事務事業評価表」の総合評価が「Ｂ」

の事業については、必ず見直しを行ったうえで適切に経費を見積もること。なお、予算見積書

（1）の「根拠法令及び事業内容」欄に総合評価を記載すること。 

    

 ２ 前年度において流用を行った経費については、必ず理由を確認し、実情に即して修正を行う

など、積算の適正化を図ること。また、執行率が低かった経費については、必ず積算の見直し

を行い、経費の精査を行うこと。（執行率が 90％以下の経費については、原則として不用額の 2

分の 1 以上を減額して見積もること。） 

 

 ３ 施設の改修改築経費については、現在策定中の「第二期区立施設改修改築計画」の後期計画

を踏まえ、事前に施設管理課等と十分に協議した上で、必要な経費を精査し見積もること。ま

た複合施設において、いわゆる「大家」となる所管課は、改修改築工事が円滑に進むよう、責

任を持って、全体的な経費の把握や進行管理を行うこと。 

 

 ４ ２か年以上にわたる支出負担行為を要する事業については、全体経費および執行計画を精査

のうえ、債務負担行為を併せて見積もること。なお、23 年度中に公告・入札を必要とする工事

については、債務負担行為を設定していることが前提となるので、特に注意すること。 
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 ５ 指定管理者制度適用施設の経費については、「指定管理者制度の適用に係る基本方針」および

「指定管理者制度の適用に係る基本方針」運用細目（平成 19 年 3 月 30 日付 18 練企企第 1030

号）に基づき適切に見積もること。 

 

６ 情報システム関連経費については、「平成 24 年度情報化企画書の提出について」（平成 23 年

6 月 14 日付 23 練企情第 361 号）を踏まえ、適切に見積もること。なお、予算化に当たっては、

事前に情報化企画審査の可決定を受けていることが前提となるので、注意すること。 

 

［３］歳入について 

 １ 歳入予算の見積もりにあたっては、年度内に見込みうる額を細大漏らさず算定するとともに、

未収金の縮減や収納率の向上に最大限努めること。 

 

 ２ 国庫および都支出金等については、より一層積極的な活用を図り、財源の確保に努めること。

一方、国の補助金等の一括交付金化など制度の変更、整理統合、補助率の見直しの動向に留意

して見積もること。さらに、国・都補助金の廃止・縮小が明らかな事業は、一般財源の増につ

ながらないよう見直しに努めること。 

 

 ３ 使用料および手数料については、実績を考慮し、漏れのないように見積もること。また、国

や都との関係において、改定が予定されているものについては、改定後の金額に基づいて見積

もりを行うこと。 

 

 ４ 適切な受益者負担の導入や、印刷物の有償頒布の拡大等、新たな収入の確保について検討し、

その歳入を見積もること。 

 

［４］留意事項 

 １ 経費は、Ａ経費、Ｂ経費およびＣ経費に区分して見積もること。具体的事項で経費の区分に

疑義のある場合は、財政課と事前調整を行うこと。なお、職員人件費については、「平成 23 年

度給与改定についての特別区人事委員会勧告」がまだ出されていないことなどから、追って通

知する。準職員人件費も同様とする。 

 

２ 「長期計画」事業および「第二期区立施設改修改築計画」事業については、9 月上旬に各所

管あてに送付する予定である「長期計画調書」「改修改築等調書」の「企画部調整案」に基づき

予算の見積もりを行うこと。 

なお、「企画部調整案」に対し、積算金額等の変更が生じる場合は、修正後の金額で予算を見

積もること。合わせて計画調書を修正し、企画課へ提出すること。また、調書の修正は、25 年

度、26 年度に係る経費を含めて行うこと。 

 

３ 国の緊急雇用創出事業については、一部の事業を除き 23 年度で終了となることから、廃止を

前提に検討すること。なお、事業を継続する場合は、枠配分予算の範囲内において見積もるこ

と。また、国の要件緩和により、継続実施が認められた一部事業については、別途企画課から

送付された通知（平成 23 年 7 月 29 日付 23 練企企第 264 号）を踏まえ、企画課に提出した「調

査表」に基づき経費を見積もること。 

 

 ４ 補助金については、別途財政課より送付している「補助金の見直しについて（依頼）」（平成

23 年 7 月 26 日付 23 練企財第 148 号）に基づき徹底した見直しを行い、その結果を予算の見積

もりに反映させること。 
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 ５ 平成 24 年度には長期計画施策体系に基づく組織改正が行われる予定であるが、予算の見積も

りは、現行の各所管課において行うこと。ただし、改正後の組織体制を踏まえ、事業の重複等

がないよう、十分留意すること。 

 

 ６ 「事務事業評価の第三者評価」の対象事業に関しては、その結果を十分踏まえた上で、予算

の見積もりを行うこと。 

 

７ 人件費インセンティブ経費については、事前に職員課と十分な協議を行うこと。当該経費は

Ｃ経費で見積もることとし、見積もりに当たっては予算見積書（1）の「根拠法令及び事業内容」

欄に「人件費インセンティブ関連」と記載すること。合わせて、人件費インセンティブ予算見

積資料を別途提出すること。なお、この経費については、事業本部等の案がまとまり次第、随

時、財政課と協議すること。 

 

 ８ 新規事業または既定事業における新規項目については、その概要を簡潔明瞭に説明した資料

を作成して査定書または見積書に添付すること。その他、事業内容や積算根拠等について補足

説明が必要な場合も、同様に説明資料を添付すること。 

 

 ９ 編成にあたっては、別紙１～５の説明資料を参照すること。 

   なお、各種様式はグループウェア部門フォルダに掲載のものを利用のこと。 

    別紙１ 平成 24 年度予算編成における経費区分について 

    別紙２ 平成 24 年度一般財源各事業本部等配分額 

別紙３ 平成 24 年度節別留意事項および見積り・積算基準について 

    別紙４ 様式および提出書類  

 別紙５ 財務会計システム入力の留意点 

 

［５］提出期限および提出部数 

 １ Ａ経費       平成 23 年 10 月 14 日（金）  

    予算査定書                            ２部 

    平成 24 年度 当初予算Ａ経費編成報告書              １部 

   関連資料                            ２部  

     ・「補助金見直し」関係資料（Ａ経費計上分） 

 

２ Ｂ経費、Ｃ経費   平成 23 年 10 月 21 日（金） 

   予算見積書                           ３部 

   平成 24 年度 Ｃ経費予算要求説明資料（個表）           ２部 

   関連資料                           各２部  

     ・「補助金見直し」関係資料（Ｃ経費計上分） 

     ・人件費インセンティブ予算見積資料 

・施設改修関係事業一覧 

・債務負担行為関係資料 

 

３ 職員人件費見積書  平成 23 年 11 月 11 日（金） 

   予算見積書                            １部 



水 庁議・編成方針決定

木 予算事務説明会

月 各事業本部等庶務担当課長会・係長会

職員人件費見積り依頼（見積書提出期限　11月11日）

金 Ａ経費査定書　財政課提出期限【厳守】

金 Ｂ経費、Ｃ経費見積書　財政課提出期限【厳守】

金 職員人件費見積書提出期限【厳守】

政策経営会議（区長査定）

Ａ経費内報

Ｂ、Ｃ経費内報、予算最終調整

予算案内部決定

庁議・予算案決定、予算案議会内示会、プレス発表

平成24年第1回練馬区議会定例会

予算案議決

8 29

2 中旬

10 14

12 中旬

11

中旬10

258

平成24年度当初予算編成予定表

23 8 24

年 月 編　　成　　内　　容　　等日

12 上旬～

11

上旬12

24 1 下旬

12 下旬

中旬3

2110

各事業本部等において、見積書作成・ヒアリング・査定
および調整など。
　　※財務会計システムの要求／査定の切り替えは、
         財政課へ連絡。

財政課によるＡ経費ヒアリング

財政課によるＢ、Ｃ経費ヒアリング

6
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平成 24 年度予算編成における経費区分について 
 

経費区分（平成 24 年度予算編成） 

Ａ経費（枠内経費） 

 B 経費、C 経費以外の経費 

 

B 経費（枠外経費） 

１ 義務的経費 

(1) 人件費 

諸手当、共済費を含む。 

○ 一般職 教育長、職員（再任用含む）、準職員 

○ 特別職 

・ 長等（区長、副区長、常勤の監査委員） 

・ 議員 

・ 行政委員会委員等（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員（常勤除く） 

・ 再雇用 

(2) 公債費 

 元利償還金のほか、手数料を含む 

(3) 扶助費 

  20 節（扶助費）のうち、国庫支出金または都支出金があるもの 

 

２ 固定的経費 

 各部の裁量では如何ともしがたく、節減、改善等の工夫の余地がない経費。債務

負担行為、義務的分担金負担金 

 

(1) 債務負担行為 

  債務負担行為として、予算措置済みの事業費。 

 

(2) 義務的分担金負担金 

 特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合、東京都職員共済

組合・議員共済組合への分担金負担金など 1,000 万円以上の事業 

 

３ 隔年に支出せざるを得ない経費 

 選挙執行費、「わたしの便利帳」作成費など、一件 500 万円以上の事業 

 

 

４ 特別会計および繰出金 

 特別会計および特別会計へ繰出す繰出金。ただし、公共駐車場会計および公共駐

車場会計繰出金を除く。 

 

 

 

別紙１ 
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Ｃ経費（政策的・枠外経費） 

１ 「長期計画」事業 

  長期計画の後期実施計画（平成 24～26 年度）における計画事業に基づく経費。

ただし、債務負担行為をとっているものはＢ経費の債務負担行為の対象とする。 

 

２ 政策的な経費 

(1) 重要な新規・レベルアップ事業 

・補助事業にかかる経費。 

 ・電算システム開発にあっては、経費（機器類を含む）が 500 万円を超える   

ものとする。 

 

(2) 特に区として、臨時的・政策的に対応する経費 

  

※ただし、23 年度に政策的経費として予算化されたもののうち、24 年度以

降経常的になるものは、Ａ経費またはＢ経費とする。 

 

３ 人件費インセンティブに係る経費 

 定数削減による財政効果を活用して、当該事業に関連する新規・充実施策を実施 

 すべきとして立案した事業に係る経費 

 

４ 一定規模以上の施設改修 

 一件 500 万円以上の施設改修（長期計画事業以外）。公園改修、道路（交通安

全施設）、自転車駐車場含む。 

 

５ 積立金 

 

６ 諸支出金 

 

 

「参考」 経費区分イメージ 

              予 算 総 額 

 

A 経費 B 経費 C 経費 

一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 

 

        ここを各事業本部等へ配分 



　

（単位：千円）

平成２４年度一般財源各事業本部等配分額

1 議会事務局

№ 事業本部等

2 区長室 67,544

4 危機管理室

145,353

204,254

3 企画部

6 会計管理室

1,658,247

39,866

5 総務部

8 監査事務局

5,739

4,117

7 選挙管理委員会

10 健康福祉事業本部

1,540,244

11,747,361

9 区民生活事業本部

合　　　計

12 教育委員会

4,995,633

11,309,230

11 環境まちづくり事業本部

31,774,019

配 分 額
（ Ａ 経 費 ）

56,431

 別紙　２
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○歳入科目の広告料（節コード0745）、光熱水費等負担金(節コード0776）については、それぞれ適切に計上してください。

  特に、光熱水費等負担金(節コード0776）は雑入（節コード0360）と混同しないよう注意してください。　　

○消費税については内税表示とし、消費税分の重複積算、もしくは積算漏れのないよう、作成の際に注意してください。

○新財務会計システムの入力にあたっては、別紙5「新財務会計システム入力の留意点」をあわせて参照してください。

　なお、表中に☆印のある項目は、システム上で単価登録がされていますので、ご利用ください。

見　　　積　　　り　　　・　　　積　　　算　　　基　　　準

1 報 酬 ・条例の定めるところにより、計上すること。

・審議会等の委員報酬については、開催日数や出席率を精査して所要額を計上すること。

・社会保険料等については、別表ア「社会保険料等の積算基準」により積算すること。

　なお、社会保険の加入の条件を満たす職員は、社会保険に加入することが義務づけられているため、

　歳入・歳出とも漏れのないように計上すること。

・臨時職員の社会保険料とそれ以外の社会保険料は、別々に計上すること。臨時職員の社会保険料は

  【臨時職員・社会保険料（０４０１０４）】に、それ以外は【その他・社会保険料（０４０１０３）】に入力すること。

2 給 料 ・「平成23年度給与改定についての特別区人事委員会勧告」が出されていないことなどから、別途通知

3 職 員 手 当 等   する。

4 共 済 費

7 賃 金 ・別表イ「賃金積算基準」により積算すること。また、そこに掲げた職種については、従来の雇用形態に

  とらわれず、勤務形態等の見直しを図ること。

　※産休や育休代替の臨時職員賃金については、職員課での一括計上となるため、必要がある場合

　　には、職員課と協議すること。

　　　　　　　　　　＜社会保険料＞

・社会保険料等については、別表ア「社会保険料等の積算基準」により積算すること。

　なお、社会保険の加入の条件を満たす職員は、社会保険に加入することが義務づけられているため、

　歳入・歳出とも漏れのないように計上すること。

・特に雇用保険については、22年度から臨時職員の加入要件が変更されているので、別途職員課から

　送付される通知に留意すること。

・臨時職員の社会保険料とそれ以外の社会保険料は、別々に計上すること。臨時職員の社会保険料は

  【臨時職員・社会保険料（０４０１０４）】に、それ以外は【その他・社会保険料（０４０１０３）】に入力すること。

8 報 償 費 ・各種委員会等の委員謝礼については、単価の設定や開催日数について精査して所要額を計上すること。

・別表ウ「講演等の積算基準」および別表エ「事業・行事等の積算基準」を参考に積算すること。

・講座、講演および各種教室等の事業においては、その事業目的や内容、効果を再度十分に精査し、

　事業の廃止や類似事業の統合、内部講師やボランティア講師の活用などを図ること。

・内部講師（区職員）に対しての謝礼支払は、行わないこと。

　※練馬区立の小・中教諭に対して謝礼の支出をする場合には、給与の減額規程に留意すること。

9 旅 費 ・近接地内旅費および近接地外旅費については、以下の算出式を参考に積算すること。

平成24年度　節別留意事項および見積り・積算基準について

節および名称

平成24年度当初予算編成にあたっては、以下をよく読んで、作成してください。

別紙 3
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見　　　積　　　り　　　・　　　積　　　算　　　基　　　準

9 旅 費 （ つ づ き ） 　　　　　近接地内旅費　　「平成23年度における月平均実績額」 × 「月数」 × 「人数」

　　　　　近接地外旅費　　平成23年度における実績額を勘案して適正に積算すること。

・臨時職員の旅費については、臨時職員取扱要綱に基づき特別旅費で積算すること。

11 需 用 費 ・過去3か年の使用実績（使用量）を参考にして、適正に積算すること。新財務会計システムには、過去3か

（ 光 熱 水 費 ） 　年の使用量を必ず表示すること。

・「練馬区環境方針および環境マネジメントシステム」の趣旨を踏まえ、使用量の削減に努めること。

・電気料金については、契約電力の変更も含めて、見直しを図ること。

・燃料については、つぎの単価を用いて積算すること。

　☆　　　ガソリン（レギュラー）　　＠162円／ℓ　　　　　　軽油　＠142円／ℓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　いずれも消費税込み　　

11 需 用 費 ・食糧費は、目的、必要性および対象者を精査して、公費で負担することが真にやむを得ない場合に

（ 食 糧 費 ） 　ついてのみ適正に積算すること。

・食糧費を伴う事業を行うにあたっては、参加者の実費負担も含めて検討すること。

11 需 用 費

（ 一 般 需 用 費 ）

　　　　　　　　　　＜消耗品など＞

・事務用消耗品については、原則として対前年度予算比　10％以上の減で見積もること。

・環境マネジネントシステムを運用する趣旨を踏まえ、物品の購入にあたっては、グリーン購入の推進を図る

　こと。

・名入り封筒については、各所管が計上するのではなく、会計管理室の事前調査による一括計上とすること。

　　　　　　　　　　＜印刷費＞

・印刷物については極力内部印刷とするとともに、部数についても配布基準を再検討し、必要最小限の

　経費を積算すること。また、印刷にあたっては、そのインクや紙の質が過度に華美なものにならないよう

　留意するとともに、再生紙の積極的な利用を図ること。

　なお、主として庁内向けの印刷物については、庁内LANの「ファイル」や「掲示」機能を活用するなど、

　できるだけ紙を使用しない工夫をすること。

・「ねりま区報」特集号の発行を予定している場合は、事前に広聴広報課と協議すること。

　　　　　　　　　　＜プリンター＞

　情報政策課が各課および施設に配置したレーザープリンター（IPSiO　SP6320）のトナーとカラープリン

　ター（IPSiO GXe5500、IPSiO GXe7700）のインクについては、各所管が予算計上するのではなく、情報

　政策課の一括予算計上とする。

　　　　　　　　　　＜修繕＞

・真に必要な項目のみに限定し、対前年度予算比で10％以上の減となるよう見積もること。

・個別に修繕が見積もられるもの以外のもの（単位費用）については、別表ク「施設維持補修費の積算基準」

　を参考に積算すること。

・システムへの入力にあたっては、物品の修繕は【一般需用費（１１０４０１）】、修繕料のうち単位費用分は

　【単位費用（１１０４０２）】、その他1件10万円以下の修繕は【維持補修費（１１０４０３）】に、それぞれ計上

　すること。（1件10万円を超えるものについては、15工事請負費の＜維持補修工事＞を参照のこと。）

節および名称
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見　　　積　　　り　　　・　　　積　　　算　　　基　　　準

12 役 務 費

　　　　　　　　　　＜人的サービス等＞

・原則として、前年度契約額を超えないよう、仕様を見直すなど工夫して積算すること。

・清掃については、平成23年度の契約額を併記すること。

・シルバー人材センターおよび障害者事業所と契約予定のものについては、その旨を記載すること。

　なお、前者の場合には前年度と同様、単価×1.07（消費税および事務費分を含む）により積算すること。

　　　　　　　　　　＜郵便料金＞

・事業に関連する郵便料金については、原則として事業費の中で積算すること。

・郵便料金については、別表オ「郵便料金（基本料金および郵便区内特別郵便物）の積算基準」、別表カ

   「ゆうメール、ゆうメール特別(承認)、ゆうパックの料金比較表(参考)」により最も安い料金で積算すること。

・郵送による申請は、本人負担を原則とする。

　　　　　　　　　　＜電話料等＞

・過去3年間の実績を基礎として積算すること。

・電話の増設、移設および配線にかかる経費（電話架設料）は、本節に計上すること。

　　　　　　　　　　＜広報折込料＞

・折込部数は、228,000部とすること。

　　　　　　　　　　＜保険＞

・賠償責任保険については、日本スポーツ振興センターおよび特別区自治体賠償責任保険制度の保険

  で補うことができない部分についてのみ計上すること。

・庁有自動車にかかる任意保険については、次の条件により民間保険会社から見積をとり、積算をすること。

　　｢示談交渉付き、対人　賠償限度額　無制限　　対物　賠償限度額　1,000万円　｣

　　　　　　　　　　＜自動車保険料＞

・別表キ「車両維持管理費の積算基準」を参考にして積算すること。

　　　　　　　　　　＜事業系ごみ＞

・事業系ごみの取り扱いについては、別途清掃リサイクル課から通知予定の文書に基づいて積算する

　こと。

　　　　　　　　　　＜ＮＨＫ放送受信料＞

・区が所有する受信機に係る受信料については、総務部総務課で一括して予算化するので、

　所管課において計上しないこと。

13 委 託 料 ・原則として、前年度契約額を超えないよう、仕様を見直すなど工夫して積算すること。

・調査委託については、区内部で調査できない項目のみの発注を原則とすること。

・保守点検、警備、検診等委託については、平成23年度契約額を併記すること。

・機器等の保守点検については、回数および根拠法令を記入すること。任意に実施する場合には、理由

　を明記すること。

・シルバー人材センターと契約予定のものについては、その旨を記載するとともに、

　見積もりに当たっては、前年度と同様、単価×1.07（消費税分と事務費分を含む）により積算すること。

節および名称
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見　　　積　　　り　　　・　　　積　　　算　　　基　　　準

14 ・リース期間の満了を迎えるものについては、特段に事情がない限り更新せず、リース期間の延長として

　積算すること。

・車両をリースする場合は、「九都県市指定低公害車」とすること。また、予算見積り時およびリース時に、

　車両導入協議書を環境課に提出し、協議すること。

・区が主催（共催）事業で練馬文化センターおよび大泉学園ホールを利用するときは、施設使用料を積算

　すること。

・本庁舎・石神井庁舎において、デジタル複合機(コピー・FAX)の新規・更新設置を行う場合は、事前に

　総務課文書業務係に相談すること。

15 工 事 請 負 費

　　　　　　　　　　＜個別工事＞

・個別工事については、必要性および緊急性の高いものから優先順位をつけて計上すること。

・施設の外観、内装、設備などのグレードは、設計段階から機能本位としたもので積算すること。

・1件1,000万円を超える工事については【普通建設（１５０１０９）】に計上すること。

　　　　　　　　　　＜維持補修工事＞

・真に必要な項目のみに限定し、対前年度予算比で10％以上の減となるよう見積もること。

・個別に維持補修費が見積もられるもの以外のもの（単位費用）については、別表ク「施設維持補修費の

　積算基準」を参考に積算すること。

・単位費用分は【単位費用（１５０１０２）】、その他の1件10万円を超える維持補修工事は【維持補修費

　（１５０１０３）】に計上すること。(1件10万円以下のものについては、11需用費の＜修繕＞を参照の

　こと。）

16 原 材 料 費 ・本節には、工事用、生産用、改造用、庁舎等維持管理用、職業訓練用（応用実習に限る）の原料

  および材料として必要なセメント鋼材、砂利、木材、Ｐタイル、境界石、Ｌ型溝、道路反射鏡、その

  アーム等を計上するが、その種類は限定的に解すること。

17 公 有 財 産 購 入 費 ・経理用地課または特定道路課と事前に協議のうえ、積算すること。

・土地開発公社から用地の買い戻しを行う場合には、買い戻し金額について必ず経理用地課と協議するこ

  と。

18 備 品 購 入 費 ・原則として、使用不能または多額の修理費を要する機器の買換以外は、計上しないこと。

・計画的に購入している機器であっても、必要性および緊急性の高いものから優先順位をつけて見積もること。

・それぞれ新規または更新の別を表示し、更新の場合には購入年度を表示すること。

・1件100万円を超える備品については【高額備品（１８０１０９）】に計上すること。

・本庁舎・石神井庁舎においてデジタル複合機(コピー・FAX)の新規・更新設置を行う場合は、事前に

　総務課文書業務係に相談すること。

　　　　　　　　　　＜車両＞

・車両を購入する場合は、「九都県市指定低公害車」とすること。また、予算見積り時および購入時に、

　車両導入協議書を環境課に提出し、協議すること。

・車両の更新にあたっては、原則として12年かつ10万ｋｍ以上走行した車を対象とする。

19 負 担 金 補 助 ・積算にあたっては、別途財政課より送付している「補助金の見直しについて（依頼）」（平成23年7月

及 び 交 付 金 　26日付23練企財第148号）に基づき徹底した見直しを行い、その結果を踏まえて適切に見積もること。

27 公 課 費 ・本節には、自動車重量税を計上する。別表ケ「自動車重量税の積算基準」により積算すること。

使用料及び賃借料

節および名称

13



 区　　分 率 本人負担率

健康保険料 94.8／1000 47.4／1000

164.12／
1000

82.06／1000

167.66／
1000

83.83／1000

雇用保険料 15.5／1000 6／1000

介護保険料 15.1／1000 7.55／1000

児童手当拠出金 1.3／1000

標準報酬月額

180,000円

190,000円

200,000円

220,000円

240,000円

260,000円

280,000円

300,000円

320,000円

340,000円

360,000円

380,000円

410,000円

440,000円

（※）報酬月額が101,000円未満の場合、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の標準報酬月額は、98,000円となる。

　②　1週間の勤務時間が20時間以上　ただし、65歳に達している場合は、新規加入不可

175,000円以上185,000円未満

185,000円以上195,000円未満63,000円以上 73,000円未満

～ 63,000円未満

68,000円（※）

58,000円（※）

138,000円以上146,000円未満 142,000円 350,000円以上370,000円未満

146,000円以上155,000円未満 150,000円 370,000円以上395,000円未満

130,000円以上138,000円未満 134,000円 330,000円以上350,000円未満

　別表ア　社会保険料等の積算基準

40歳以上65歳未満標準報酬月額

標準報酬月額

賃金額 65歳になる年度から免除

備    考

厚生年金保険料 標準報酬月額 H24.4.1～H24.8.31　（5ヶ月分）

算定基礎

70歳以上の者は不要

75歳以上の者は加入不可

H24.9.1～H25.3.31　（7ヶ月分）

70歳以上の者は加入不可

155,000円以上165,000円未満 160,000円 395,000円以上425,000円未満

165,000円以上175,000円未満 170,000円 425,000円以上455,000円未満

（Ⅱ）雇用保険料

　　　・同一人の雇用条件が、つぎのすべての項目を満たしているとき

　①　雇用期間が31日以上

114,000円以上122,000円未満 118,000円 290,000円以上310,000円未満

122,000円以上130,000円未満 126,000円 310,000円以上330,000円未満

101,000円以上107,000円未満 104,000円 250,000円以上270,000円未満

107,000円以上114,000円未満 110,000円 270,000円以上290,000円未満

 195,000円以上210,000円未満

93,000円以上101,000円未満 98,000円 230,000円以上250,000円未満

83,000円以上 93,000円未満 88,000円（※）  210,000円以上230,000円未満

73,000円以上 83,000円未満 78,000円（※）

報 酬 月 額

標準報酬月額

　③　1月の勤務日数が16日以上

　②　1日の勤務時間が5時間45分以上

　①　引き続く雇用期間が2月を越える

　　　・同一人の雇用条件が、つぎのすべての項目を満たしているとき

＊ 臨時職員の適用基準

標準報酬月額 報 酬 月 額

（Ⅰ）健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金
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勤務日等
24年度単価

（円）

事　務 880

保育士 平　日 1,100

（児童指導） 土・日 1,200

保育士 平　日 1,300 　　※　パートは時間単価

（延長・特例） 土曜日 1,400 　　　時間単価×雇用時間×日数で見積ること。

給食・用務・作業 平　日 900

土曜日 1,000

栄養士 1,040

学校給食・学校用務 平　日 7,500

看護師 平　日 10,500

学童擁護 全　日 8,200

午前　１ｈ 1,500

午後　３ｈ 3,390

ランク 講演会等（時間単価）

Ａ 12,000円

Ｂ 10,500円

Ｃ 9,000円

Ｄ 7,500円

Ｅ 6,000円

ランク 懇談会・協議会（1回）

Ⅰ 10,000円

Ⅱ 1,000円

大学准教授、短大教授、民間専門研究家、民間企業中間管理者

大学講師・助手、短大准教授、高専教授、民間企業下級管理者

対　　　象

学識経験者

関係団体代表、公募区民

☆　別表イ　賃金の積算基準

対　　　象

職         種

☆　　別表ウ　講演等の積算基準　（参考）

パ
　
　
　
―
　
　
　
ト

そ
　
の
　
他

短大講師・助手、高専准教授、民間技術者

高専講師、専門学校講師、小・中・高教諭(練馬区立の小･中教諭は除く)、
民間技能者

大学教授、著名民間学者、著名ジャーナリスト、弁護士、民間企業最高管理者、
公認会計士、医師
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(単位　円)

時間（1時間） ―――― 1,320 1,040 1,300

半日（4時間） 4,000 ―――― ―――― ――――

１日（8時間） 6,500 10,500 8,320 ――――

☆　別表エ　事業・行事等の積算基準　（参考）

医師・歯科医師
等

8,260

――――

行事指導等
（近接地外含む）

　　　　　　　　対象

単位
実技指導等

――――

5,000

保育室保育士

　　　　　宿泊を伴う随行の医師・看護師は、それぞれ、66,100円／日・17,000円／日とすること。

――――

看護師 栄養士

8,000

　※　宿泊を伴うものについては、拘束時間にとらわれず、日数単位で積算すること。
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特別料金(2) 特別料金(3) 特別料金(4)

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付１ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付２ 区分差出し１

25ｇまで 62円 50円 50円

50ｇまで 72円 55円 55円

50ｇまで ―――― ―――― 75円

100ｇまで ―――― ―――― 85円

150ｇまで ―――― ―――― 120円

250ｇまで ―――― ―――― 145円

通 数

その他

同一の郵便区
内において、差
出事業所が指
定する区域ごと
に区分する等、
一定の要件を
満たす場合に
適用

重　　量
ゆうメール
特別(承認)

ゆうパック
（23区内）

25ｇまで

50ｇまで

50ｇまで

100ｇまで

150ｇまで

250ｇまで

500ｇまで （日本郵便ホームページ）

1ｋｇまで 123円

2ｋｇまで 185円

3ｋｇまで 269円 630円

同時に1,000通以上

特別料金(１)

1通以上 同時に100通以上

90円

120円

140円 115円

65円

160円

　※　特別料金の適用を受けない郵便物で100ｇを超えるものの郵便料金は、別表カを参照のこと。

☆　別表オ　郵便料金（基本料金および郵便区内特別郵便物）の積算基準

重　　量

定
 

形
 

外
200円

240円

100円

定
 

形 75円

基本料金

　※　料金受取人払（返信用封筒など）は、上記の基本料金に15円（1通あたり）加算となる。

195円

同一の郵便区内
に おいて、 一定
の要件を満たす
場合に適用

同一の郵便区内において、所定
のバーコードを記載する等、一定
の要件を満たす場合に適用

右欄の特別料金
に該当しない場
合に 適用（ 通常
の差出方法）

　※　適用条件の詳細については、日本郵便ホームページ「郵便区内特別郵便物」を参照のこと。

適
用
条
件

80円

　

240円 210円

140円

200円

390円

340円

適
用
条
件
等

- -

　　別表カ　ゆうメール、ゆうメール特別(承認)、ゆうパックの料金比較表 （参考）

通常郵便
(基本料金)

ゆうメール

80円
78円

510円

290円

580円

85円

※対象となる荷物等適用条件の詳細に
ついては、日本郵便のホームページを参
照のこと。不明点は総務課文書業務係に
確認すること。

90円

120円

定
形

180円

定
 

形
 

外

850円 450円

1,150円 590円

信書は不可、冊
子などの印刷物・
CD-ROMなどの
記録媒体。封筒
の納入口の一部
を開く、など一定
の要件を満たす
こと。

角２封筒相当以内
の大きさで厚さ
2cmまで、書留・速
達などとしない、
料金後納以外の
差出方法は不可、
適用は文書業務
係扱いのみ。

差出個数による
割引制度あり

※特別料金の適用を受けないものの郵
便料金は、適用条件を確認のうえ、左記
の表を参考に適切に見積もること。

http://www.post.japanpost.jp/index.html
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車　　　検 点検等消耗品 月 自賠責保険料

24 24,950円

37 35,390円

12 14,190円

13 14,930円

24 23,130円

25 23,860円

24 21,970円

25 22,650円

37 30,840円

12 7,280円

24 9,420円

36 11,520円

48 13,580円

60 15,600円

――――― 1,500円

☆　別表ク　　施設維持補修費の積算基準　（参考）

耐火造単価／㎡ 木造単価／㎡

179円 120円

416円 203円

669円 323円

685円 335円

　　　・　経過年数の基準日は、平成24年4月1日とする。

　　　・　上記基準により算出した額を、必要に応じて需用費と工事請負費に按分する。

65,000円83,000円乗　用　車

45,000円

小型貨物車 75,000円 55,000円

25,000円

・      任意保険については、次の条件により民間保険会社から見積をとり、積算をすること。

　　　　　｢示談交渉付き、対人　賠償限度額　無制限　　対物　賠償限度額　1,000万円　｣

原付二輪車 ――――― 6,000円

自転車

軽自動車

　　別表キ　車両維持管理費の積算基準　（参考）

区　　　分

21年以上

経過年数

0～5年

6～10年

11～20年
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車　　種 車検期間 重　　量 重　量　税

（新車）3年 11,400円

　　　　2年 7,600円

（新車）3年 1.5トン以下 45,000円

　　　  2年 30,000円

（新車）3年 ～2.0トン 60,000円

2年 40,000円

（新車）2年  1トン以下 　7,600円

　　　　1年 　　3,800円

（新車）2年 ～2.0トン 　15,200円

　　　　1年 　7,600円

（新車）2年 ～2.5トン 　22,800円

　　　　1年 　11,400円

（新車）2年 ～3.0トン 　30,000円

　　　　1年 　15,000円

（新車）2年 ～4.0トン 　40,000円

　　　　1年 　20,000円

（新車）2年 ～5.0トン 　50,000円

　　　　1年 　25,000円

新財務会計システムに登録されている単価

・需用費（燃料費）

・賃金（別表イ「賃金」、ウ「講演会等」、エ「事業・行事等」）

・役務費（別表オ「郵便料金」）

・維持補修費（別表ク「単位費用」）

・公課費（別表ケ「自動車重量税」）

貨物車

　　※　上表は、主なもののみを記載している。

　　※　車両関係経費については、別表キを参考にすること。

☆　別表ケ　自動車重量税の積算基準

軽四輪自動車

乗用自動車
（定員10人以

下）
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